
報告書の根幹

有害性データ
のある物質

GHS
分類

SDS
作成

国の実施事項

設定しない

OEL設
定

事業所の実施事項

OEL以下
の

ばく露とな
るように
管理する
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の実施

なるべくばく
露が低くなる
よう措置する

RAの結果

に基づく措
置の実施

報告書の根幹 (全体像)
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有害性データ
のある物質

SDS
作成

国の実施事項

OELを
設定しな
い

OEL設
定

GHS
分類

報告書の根幹 (国の実施事
項)

令和3～5年で1800物質
最終的に2,900余りを予定

令和4年150
令和5年以降

200物質を予定
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報告書の根幹

OELを設
定

事業所の実施事項

OEL以下のばく
露となるように

管理する

RA
の実施

なるべくばく露が
低くなるよう措置する

RAの結果に
基づく

措置の実施

報告書の根幹 (事業所の実施事項)

OELを
設定しな
い

令和4年150
令和5年以降

200物質を予定
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報告書の根幹

OEL以下の
ばく露管理

◆方法
(イ)AB/ CD測定(実測
法)

(ロ)個人ばく露測定法
(実測法)

(ハ)CREATE-SIMPLE
(推計法)

◆懸念される点
(1)事業者の実施が確保できるか

(2)CREATE-SIMPLEの乱用

(3)測定士の関与の範囲

(4)OEL以下の確認の実施頻度がどうなるか

現在
検討中

CREATE-
SIMPLE

を適用した
とすると・・・

確認
OK

確認不十
分

AB/CD測定
または

個人ばく露
測定の実
施

確認
OK

4


	スライド番号 1
	スライド番号 2
	スライド番号 3
	スライド番号 4

